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鹿 児 島 市 

随時売却実施要領 
（随時売却説明書） 



随時売却手続きの流れ 
 

 
１ 説 明 書 交 付 

○ 期間  随時（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。） 
○ 場所  物件調書に記載してある物件の所管課 

 
２ 物 件 の 確 認 

○ 随時売却説明書の物件調書を参考に、必ず現地確認をしてください。 
※ 申し込みの際に「物件確認書」を提出していただきます。 

 
３ 譲渡申込書受付 

○ 期間  随時（土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。） 
○ 場所  物件調書に記載してある物件の所管課 

※ 申し込みは先着順で受け付けます。ただし、受付開始時刻（毎日午前８時３０

分）に複数の申込者がいた場合、本申込者と仮申込者では、本申込者を優先し、

申し込みの順番は抽選により決定します。 
 ※ ホームページからの申し込みは、仮申込のみとなりますのでご注意ください。 
○ 提出書類 
  ・普通財産譲渡申込書（仮申込から行う場合は、普通財産仮申込書を提出のうえ有

効期限までに普通財産譲渡申込書を提出してください。） 
  ・住民票の写し又は法人登記簿謄本等 
  ・物件確認書 
  ・市税納入状況確認承諾書 

 
４ 売却決定通知書受領 

○ 売却が決定したら売却決定通知書を送付します。 
 

５ 契 約 締 結 
○ 期限  売却決定通知受領後５日以内 
○ 場所  物件調書に記載してある物件の所管課 

※ 契約の際、印鑑証明書、契約書に必要な収入印紙（５頁参照）及び契約保証金

（契約金額の５％以上）が必要です。 
 

６ 売買代金の納入 
○ 期限  納入通知書により指定した期日（契約の翌日から６０日以内） 
○ 金額  売買代金から契約保証金を差引いた額（契約保証金は売買代金に充当しま

す。） 
 

７ 登録免許税の納入 
○ 期限  売買代金納入後（契約締結時にお預かりすることもできます。） 
○ 金額  課税標準額の１．５％ 
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随時売却実施要領（随時売却説明書） 
 

１ 売却物件 

  売却物件は、「物件調書」のとおりです。 

  なお、申込時点で既に売却されている場合や、都合により売却を中止する場合もあります

ので、事前にご確認ください。 

 

２ 申込に必要な資格 

 (1) 地方自治法施行令第１６７条の４（５頁参照）の規定に該当しない者であること。 

  (2) 鹿児島市税を滞納していない者であること。 

  (3) 次のアからキまでのいずれにも該当しない者 

  ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若

しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。

）第２条第６号の暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者 

  イ 暴力団対策法第２条第２号の暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員が経営

に実質的に関与していると認められる者 

  ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認めら

れる者 

  オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ

る者 

  カ 暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する場合な

ど、公序良俗に反する用途に使用しようとする者 

  キ 宅地を、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号。以下「風俗営業法」という。）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途に使用しようとする者 

 

３ 譲渡申込、資格審査等 

  (1) 譲渡申込 

   譲渡申込をする方は、「普通財産譲渡申込書（様式第１３）」（８頁）に必要事項を記

入のうえ、添付資料を添えて、物件調書の売却物件一覧表に記載してある物件の所管課へ

お申し込みください。 

   仮申込から行う場合は、「普通財産譲渡仮申込書（様式第１）」（６頁）に必要事項を

記入のうえ提出又は鹿児島市ホームページから仮申込の手続きを行ってください。 

仮申込に添付書類は必要ありませんが、有効期限（市が仮申込書を受領してから３０日

間）までに「普通財産譲渡申込書」（８頁）を提出（以下「本申込」という。）してくだ

さい。 
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  ※ 本申込は郵送での受付はいたしません。 

  ※ 本申込に必要な書類は、必ず申込者ご本人か、申込内容について説明できる方が直接 

   ご持参ください。 

※ 共有名義を希望する方は、共有者全員の連名で申し込んでください。 

※ すでに仮申込のある物件については、有効期限までの間は、仮申込のみ受け付けます。 

  (2) 譲渡申込書（本申込）の添付書類 

  ① 個人：住民票の写し（マイナンバー（個人番号）が記載されていないもの）     

    法人：法人登記簿謄本又は登記事項証明書  

    ※  発行日から３ヶ月以内のもの（コピー不可）  

  ② 物件確認書（様式第３）（９頁） 

  ③ 市税納入状況確認承諾書（様式第４）（１０頁） 

 (3) 申込期間 

   随時（土曜日、日曜日、祝日および年末年始は除く｡） 

   申込時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を

除く。） 

(4) 申込み順の決定方法 

   申込みは先着順で受け付けます。ただし、受付開始時刻（毎日午前８時３０分）に複数

の申込者がいた場合、本申込者と仮申込者では、本申込者を優先し、申し込みの順番は抽

選により決定します。 

  ※ ホームページからの申し込みは、仮申込のみとなりますのでご注意ください。 

 (5) 仮申込の受付 

   仮申込を行った方に対し「普通財産譲渡仮申込受領書（様式第２）」（７頁）を送付し

ます。受領書に記載されている有効期限までに「普通財産譲渡申込書」（８頁）を提出し

てください。 

 (6) 資格審査 

   譲渡申込（本申込）を行った方について、市税納入状況確認承諾書（様式第４）（１０

頁）により資格審査を物件の所管課が行います。 

 

４ 物件の確認 

  物件については、物件調書に概略を記載していますが、物件は現状有姿での引渡しとなり

ますので、必ず事前に現地を確認し、法令等に基づく規制や諸条件等について、建築指導課

等関係機関へ問い合わせる等の調査を行ってください。 

  なお、現物と物件調書の数量等が符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒

むことはできません。 

 

５ 売却決定通知書の受領 

  申込有資格の確認がとれ、売却が決定したら「売却決定通知書（様式第５）」（１１頁）

を送付いたします。 

 

６ 契約の締結 
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  (1) 申込者は、「売却決定通知書」を受領した日から５日以内に、契約に必要な書類等を鹿

児島市所管課へ持参し、契約を行ってください。 

 ① 必要書類等 

  ア．実印  イ．印鑑証明書  ウ．契約保証金  エ．契約書に貼付する収入印紙  

  （収入印紙の額は５頁に記載してあります。） 

(2) 契約の際に、契約金額の５％以上の契約保証金を納付していただきます。（契約時に売

買代金を一括払いする場合は、契約保証金は不要です。）なお、納入いただいた契約保証

金は売買代金に充当します。 

(3) その他 

「売買契約書（案）」は、１２～１５頁及び１６～１９頁（※物件番号 81・82 用）に

記載しています。 

 

７ 売買代金の支払方法 

  支払方法は、次の（1）又は（2）のいずれかになります。 

  (1) 売買契約締結と同時に売買代金を一括納付する方法 

※ この場合、契約保証金は不要です。 

  (2) 売買契約締結と同時に契約保証金（契約金額の５％以上の金額）を納付し、残金を鹿児

島市が指定する期日（契約の翌日から６０日以内）までに納付する方法 

※ 売買代金を鹿児島市が指定する期日までに支払わなかった場合には、契約は解除とな

り、契約保証金は鹿児島市に帰属することになりますのでご注意ください。 

※ 売買代金の分割納入はできません。 

 

８ 所有権の移転等 

  (1) 売買代金が完納されたときに所有権移転があったものとし、物件を引き渡すこととしま

す。 

  (2) 所有権の移転登記は、売買代金完納後に鹿児島市が直接行いますので、売買代金を納付

されたら、速やかに下記の書類等をご提出ください。 

・ 納入通知書の領収書の写し 

・ 登録免許税額に相当する収入印紙（登録免許税額は別途お知らせします。計算方法は

５頁を参照。） 

※ 所有権移転登記に必要な登録免許税、その他本契約の締結及び履行に必要な一切の費

用は申込者の負担となります。 

 

９ 用途の制限 

申込者に対しては、売買契約において次の条件が付されますので、これらの定めに従って

いただくことになります。 

  (1) 用途の制限 

・ 風俗営業法第２条第１項に規定する風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関連特

殊営業、その他これらに類する業の用途に使用してはならない。 

・ 暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成
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員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。 

  (2) 違約金の徴収 

   上記に違反又は、契約を解除された場合は、売買代金の１０％に相当する金額を違約金

として市に支払わなければならない。 

 

１０ その他 

  住宅等を建築する際に地盤補強等をされる場合の当該費用は購入者の負担となります。 

  本実施要領に定めのない事項は、鹿児島市契約規則及び鹿児島市会計規則その他関係法令

等の定めるところによって処理します。 

 

１１ お問合せ先 

 (1) 物件番号１４３ 

    鹿児島市山下町１１番１号 

    鹿児島市建設局道路部街路整備課（東別館５階） 

     電話  ０９９－２１６－１３８０ 

 (2) 物件番号１５１ 

    鹿児島市山下町１１番１号 

    鹿児島市健康福祉局保健部保健政策課（別館３階） 

     電話  ０９９－８０３－６８４２ 

 (3) 上記以外の物件 

   鹿児島市山下町１１番１号 

   鹿児島市企画財政局財政部管財課（本館３階） 

    電話  ０９９－２１６－１１５８ 
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（ 参 考 ） 

地方自治法施行令 

 （一般競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第

一項各号に掲げる者 
２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないこ

とができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい

ても、また同様とする。 
一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をしたとき。 
二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 
四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務

の執行を妨げたとき。 
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の

事実に基づき過大な額で行つたとき。 
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契

約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 
 

印紙税額表 

契約金額 印紙税額 

１０万１円 ～   ５０万円まで ２００円 

５０万１円 ～  １００万円まで ５００円 

１００万１円 ～  ５００万円まで １，０００円 

５００万１円 ～１，０００万円まで ５，０００円 

１，０００万１円 ～５，０００万円まで １０，０００円 

５，０００万１円 ～    １億円まで  ３０，０００円 

１億１円 ～    ５億円まで    ６０，０００円 

  ※ 上記の印紙税額は、令和６（2024）年３月３１日までの間に作成されるものについて定

められたものです。 

 

登録免許税額   

課税標準額 × １．５％ 

  ※ 課税標準額は、通常市町村の固定資産税課税台帳に登録された価格（評価額）が使われ

ます。上記の税率は令和８（2026）年３月 31 日までの軽減税率となります。 
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（様式第１） 

 

普 通 財 産 譲 渡 仮 申 込 書 
 

令和  年  月  日 

 

 

 鹿児島市長 殿 

 

 

                    申込者 住所 

                        氏名                

                        電話 

 

 

次のとおり普通財産を買い受けたいので、仮申込を行います。 

 

物件番号  

物件の所在地  

 

 注意事項 

 １．仮申込は、希望する物件の仮押さえするための申込みです。希望する物件の購入にあた

っては、必ず「普通財産譲渡申込書」を提出（以下「本申込）という。）する必要があり

ます。 

 ２．仮申込ができる方は、本申込を行う方です。 

 ３．共有名義で申し込む場合は、申込者欄に各名義人を連記してください。 

 ４．仮申込の有効期間は、市がこの仮申込書を受領してから３０日間です。次順位の仮申込

の有効期間は先順位の仮申込の取り下げ又は失効後３０日間です。 

 ５．仮申込の有効期間内に本申込がなされない場合、市から連絡することなく、有効期間の

経過により仮申込は失効します。 
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（様式第２） 

 

 

普通財産譲渡仮申込受領書 

 

                                第     号 

令和  年  月  日 

 

 

  様 

 

鹿児島市長  下 鶴 隆 央 

 

 

 次のとおり、仮申込を受け付けたので通知します。 

 

物件番号 
 

物件の所在地 
 

有効期限 
 

仮申込受領日 
 

仮申込順位 
 

 

 注意事項 

 １．仮申込は、希望する物件の仮押さえするための申込みです。希望する物件の購入にあた

っては、必ず「普通財産譲渡申込書」を提出（以下「本申込）という。）する必要があり

ます。 

 ２．仮申込の有効期限までに本申込がなされない場合、市から連絡することなく、有効期間

の経過により仮申込は失効します。 

 

 （問い合わせ先） 

                   鹿児島市役所   課     係 

                   ＴＥＬ    －   －     

 

見 本 
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様式第１３ 
                          

普 通 財 産 譲 渡 申 込 書 
 

    年  月  日 
 
 
 鹿 児 島 市 長 殿 
 
 
                    申込者 住所 
                        氏名                
                        電話 
 
 

次のとおり普通財産を買い受けたいので、市の関係条例、関係規則を遵守のうえ申し込みま

す。 
 

財 産 の 区 分 □ 土地   □ 建物   □ 工作物 

所 在 地  鹿児島市 

地 目 又 は 構 造   数 量  ㎡ 

申 込 理 由   

 
  （注意事項） 
   共有名義で申し込む場合は、申込者欄に各名義人を連記してください。 
  



 
 

9 

（様式第３） 

 

物 件 確 認 書 
 

令和  年  月  日  

 

 鹿児島市長  下 鶴 隆 央  殿 

 

 

（申込者） 住 所 

                   氏 名            

 

 

 鹿児島市有地の売買契約に係る普通財産譲渡申込において、私が譲渡申込をする下記物件の

法令に基づく規制、現状及びその他諸条件について十分確認いたしました。 

 よって、後日これらの事項について鹿児島市に対し、一切異議、苦情等の申し立ては行いま

せん。 

 

 

記 

 

物件番号 所  在  地 

  

 

 

（注意事項） 

  共有名義で申し込む場合は、申込者欄に各名義人を連記してください。 
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（様式第４） 

市税納入状況確認承諾書 
 

 

 鹿児島市が行う市有地売却の申込資格確認のため、私の市税等の納入状況について、所管課

において確認することを承諾します。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 鹿児島市長  下 鶴 隆 央  殿 

 

 

                    （署名又は記名押印） 

                    住所 

 

                    氏名                 

 

 

 

※この承諾書は、滞納がないことの証明の添付を省略するために提出いただくもので、納入状

況の確認結果は、鹿児島市が行う市有地売却の申込要件確認以外の目的には使用しません。 

 

（注意事項） 

  共有名義で申し込む場合は、名義人ごとに１通提出してください。 
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（様式第５） 

 

売却決定通知書 
 

第       号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

鹿児島市長  下 鶴 隆 央 

 

 

普通財産譲渡申込のありました下記の物件について、申込資格を満たすことを確認し、あな

た様に売却することに決定したので、通知します。 

つきましては、土地売買契約を締結しますので、令和  年  月  日（ ）までに下記

の必要書類等をご持参くださいますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

物件番号  

所在地番  

価  格 円 

提出期限 令和  年  月  日（ ）まで 

提出場所 鹿児島市    課（  館 階） 

提出書類等 

□土地売買契約書（２通） 

□土地売買契約に関する説明書（２通） 

□実印 

□印鑑証明書（１通） 

※３ケ月以内に発行されたもの 

□契約保証金（        円） 

□収入印紙  （        円） 

□登録免許税（        円） 

 ※所有権移転登記に必要な印紙代 

 なお、契約と同時に、売買代金または、契約保証金を金融機関に納めていただく必要がござ

いますので、平日午前９時から午後２時までの間に鹿児島市役所  課へお越しください。 

見 本 
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土地売買契約書（案） 

 

売払人 鹿児島市（以下「甲」という。）と買受人      （以下「乙」という。）とは、

次のとおり土地売買契約を締結する。 

（売 買） 

第１条 甲は、次の土地（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡し、乙はこれを買い受け

るものとする。 

土地の所在 地 番 地 目 地 積（㎡） 

    

２ 売買物件の面積は登記簿上の面積によるものとし、第９条、第１２条及び第１６条の規定

に関わらず、登記簿上の面積と実測による面積に相違があっても、甲及び乙は、当該相違に

よる売買代金の増減額の請求、不足分の引渡請求、契約の解除及び損害賠償請求は行わない

ものとする。 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金  ，   ，   円とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、本契約と同時に契約保証金として、金   ，   円（売買代金の額の 

１００分の５以上）を甲に支払うものとする。 

２ 前項の契約保証金は、第１４条第２項及び第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一

部と解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第１項の契約保証金を前条の売買代金に

充当するものとする。 

５ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を甲に帰属

させることができる。 

（売買代金の支払期限及び方法） 

第４条 乙は、第２条に規定する売買代金の額から前条第１項に規定する契約保証金の額を除

いた金額を、令和〇年〇月〇日までに納入通知書により甲に支払わなければならない。 

（所有権の移転） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が第２条の売買代金を完納したときに甲から乙に移転するも

のとする。 

（所有権移転の登記） 

第６条 売買物件の所有権移転登記は、第２条の売買代金を乙が完納した後、甲が所轄法務局

に対し登記の嘱託をするものとする。 

２ 乙は、第２条の売買代金を完納したときは、遅滞なく所有権移転登記に必要な書類を甲に

提出し前項の手続きに協力するものとする。 

３ 所有権移転登記に要する登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡し） 

第７条 売買物件は、乙の第２条の売買代金を完納時と同時に、現状のまま引渡しがあったも

のとする。 

（危険負担） 

第８条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までに、売買物件が甲、乙双方の責めに帰
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することができない事由により滅失又はき損した場合には、乙は、代金の支払いを拒むこと

ができる。 

（契約不適合責任） 

第９条 乙は、本契約締結後、売買物件が契約内容に適合しない（権利の不適合を含む。）も

のであることを発見しても、追完請求権の行使、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又

は契約の解除をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法

律第６１号）第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては、引渡しの日から２年間

は、この限りではない。なお、甲の責任の範囲は、売買代金の額を限度とする。 

（用途制限） 

第１０条 乙は、本契約締結の日から５年を経過する日までの間、売買物件を風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に使用してはならない。 

２ 乙は、売買物件について暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団

」という。）その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、

公序良俗に反する用に供してはならない。 

（違約金） 

第１１条 乙は、前条に定める義務に違反したとき又は次条の規定により契約を解除されたと

きは、売買代金の１００分の１０に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、既に乙が支払った売買代金をもって充当することができる。 

３ 第１項の違約金は、第１４条第２項及び第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部

と解釈しないものとする。 

（契約の解除） 

第１２条 甲又は乙は、相手方がその債務を履行しない場合において、相手方に対し相当の期

間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることが

できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通

念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

２ 次に掲げる場合には、甲又は乙は、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をする

ことができる。 

 (1) 相手方の債務の全部の履行が不能であるとき。 

 (2) 相手方が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 相手方の債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶

する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成す

ることができないとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、他方当事者が前項の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。 

３ 一方の当事者の債務の不履行が相手方の責めに帰すべき事由によるものであるときは、相

手方は前２項の規定による契約の解除をすることができない。 

４ 乙が次のいずれかに該当する場合には、甲は乙に対し、第１項の催告をすることなく、直

ちに契約の解除をすることができる。 

(1)役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその 
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支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が

暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認

められるとき。 

(2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると 

き。 

(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる 

とき。 

５ 第９条による追完請求及び代金減額請求は、債務不履行による解除権の行使を妨げない。 

（返還金等） 

第１３条 甲又は乙が、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を甲は

返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲又は乙が、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用を甲は返還しない。 

３ 甲又は乙が、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した

必要費、有益費その他一切の費用を甲は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第１４条 乙は、甲が第１２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日まで

に売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復

させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、契約解

除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに

帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わ

なければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（融資利用の特約） 

第１５条 乙が、第２条の売買代金支払の一部につき、融資を利用する場合において、当該金

融機関による融資決定が第４条に規定する支払期限の１０日前までに承認されないときは、

甲又は乙は、本契約を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定により契約解除を行うときは、詳細な事由を記載した書面により甲に申

請し、その承認を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により契約を解除したときは、甲は受領した契約保証金を返還するものとす

る。ただし、乙が本契約に支出したその他の必要費用は、返還しないものとする。 

（損害賠償） 

第１６条 甲又は乙は、相手方がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その

債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして相手方の責め

に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲又は乙は、次に掲
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げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 

(1) 債務の履行が不能であるとき。 

(2) 相手方がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、本契約が解除され、又は債務の不

履行による契約の解除権が発生したとき。 

３ 第９条による追完請求及び代金減額請求は、債務不履行による損害賠償請求の行使を妨げ

ない。 

（返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１３条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１１条に定

める違約金又は第１４条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払う義務があると

きは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１８条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（債権譲渡の禁止） 

第１９条 乙は、本契約により生じる甲に対する債権を第三者に譲渡してはならない。 

（疑義の決定） 

第２０条 本契約の各条項又は本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、法令及

び甲の条例、規則等の定めるところに従うほか、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（裁判管轄） 

第２１条 本契約に関する訴えは、鹿児島地方裁判所を専属的合意裁判管轄とする。 

 

上記の契約締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通を

保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

売払人（甲）   鹿児島市山下町１１番１号 

鹿児島市 代表者 鹿児島市長  下 鶴 隆 央 

 

買受人（乙）    



物件番号 82 用  
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土地売買契約書（案） 

 

売払人 鹿児島市（以下「甲」という。）と買受人      （以下「乙」という。）とは、

次のとおり土地売買契約を締結する。 

（売 買） 

第１条 甲は、次の土地（以下「売買物件」という。）を乙に売り渡し、乙はこれを買い受け

るものとする。 

土地の所在 地 番 地 目 地積（㎡） 

仮換地 

ブロック 

番号 

ロット 

番号 
地積（㎡） 

       

２ 売買物件の仮換地先は別図位置のとおりとする。 

３ 売買物件の面積は仮換地指定通知の面積によるものとし、第９条、第１２条及び第１６条

の規定に関わらず、仮換地指定通知の面積と実測による面積に相違があっても、甲及び乙は、

当該相違による売買代金の増減額の請求、不足分の引渡請求、契約の解除及び損害賠償請求

は行わないものとする。 

（売買代金） 

第２条 売買代金は、金  ，   ，   円とする。 

（契約保証金） 

第３条 乙は、本契約と同時に契約保証金として、金   ，   円（売買代金の額の１０

０分の５以上）を甲に支払うものとする。 

２ 前項の契約保証金は、第１４条第２項及び第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一

部と解釈しない。 

３ 第１項の契約保証金には利息を付さない。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行したときは、第１項の契約保証金を前条の売買代金に

充当するものとする。 

５ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項に定める契約保証金を甲に帰属

させることができる。 

（売買代金の支払期限及び方法） 

第４条 乙は、第２条に規定する売買代金の額から前条第１項に規定する契約保証金の額を除

いた金額を、令和〇年○月〇日までに納入通知書により甲に支払わなければならない。 

（所有権の移転） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が第２条の売買代金を完納したときに甲から乙に移転するも

のとする。 

（所有権移転の登記） 

第６条 売買物件の所有権移転登記は、第２条の売買代金を乙が完納した後、甲が所轄法務局

に対し登記の嘱託をするものとする。 

２ 乙は、第２条の売買代金を完納したときは、遅滞なく所有権移転登記に必要な書類を甲に

提出し前項の手続きに協力するものとする。 

３ 所有権移転登記に要する登録免許税その他の費用は、乙の負担とする。 

（売買物件の引渡し） 
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第７条 売買物件は、乙の第２条の売買代金を完納時と同時に、現状のまま引渡しがあったも

のとする。 

（危険負担） 

第８条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までに、売買物件が甲、乙双方の責めに帰

することができない事由により滅失又はき損した場合には、乙は、代金の支払いを拒むこと

ができる。 

（契約不適合責任） 

第９条 乙は、本契約締結後、売買物件が契約内容に適合しない（権利の不適合を含む。）も

のであることを発見しても、追完請求権の行使、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又

は契約の解除をすることができないものとする。ただし、乙が消費者契約法（平成１２年法

律第６１号）第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては、引渡しの日から２年間

は、この限りではない。なお、甲の責任の範囲は、売買代金の額を限度とする。 

（用途制限） 

第１０条 乙は、本契約締結の日から５年を経過する日までの間、売買物件を風俗営業等の規

制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に使用してはならない。 

２ 乙は、売買物件について暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団

」という。）その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、

公序良俗に反する用に供してはならない。 

（違約金） 

第１１条 乙は、前条に定める義務に違反したとき又は次条の規定により契約を解除されたと

きは、売買代金の１００分の１０に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、既に乙が支払った売買代金をもって充当することができる。 

３ 第１項の違約金は、第１４条第２項及び第１６条に定める損害賠償額の予定又はその一部

と解釈しないものとする。 

（契約の解除） 

第１２条 甲又は乙は、相手方がその債務を履行しない場合において、相手方に対し相当の期

間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約の解除をすることが

できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通

念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

２ 次に掲げる場合には、甲又は乙は、前項の催告をすることなく、直ちに契約の解除をする

ことができる。 

 (1) 相手方の債務の全部の履行が不能であるとき。 

 (2) 相手方が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3) 相手方の債務の一部の履行が不能である場合又は相手方がその債務の一部の履行を拒絶

する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成す

ることができないとき。 

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、他方当事者が前項の催告

をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ

るとき。 

３ 一方の当事者の債務の不履行が相手方の責めに帰すべき事由によるものであるときは、相
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手方は前２項の規定による契約の解除をすることができない。 

４ 乙が次のいずれかに該当する場合には、甲は乙に対し、第１項の催告をすることなく、直

ちに契約の解除をすることができる。 

(1)役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその 

支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が

暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認

められるとき。 

(2)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 

目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接 

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると 

き。 

(5)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる 

とき。 

５ 第１１条による追完請求及び代金減額請求は、債務不履行による解除権の行使を妨げない。 

（返還金等） 

第１３条 甲又は乙が、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を甲は

返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 

２ 甲又は乙が、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用を甲は返還しない。 

３ 甲又は乙が、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した

必要費、有益費その他一切の費用を甲は償還しない。 

（乙の原状回復義務） 

第１４条 乙は、甲が第１２条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日まで

に売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復

させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、契約解

除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに

帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わ

なければならない。 

３ 乙は、第１項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日ま

でに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

（融資利用の特約） 

第１５条 乙が、第２条の売買代金支払の一部につき、融資を利用する場合において、当該金

融機関による融資決定が第４条に規定する支払期限の１０日前までに承認されないときは、

甲又は乙は、本契約を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定により契約解除を行うときは、詳細な事由を記載した書面により甲に申

請し、その承認を受けなければならない。 

３ 第１項の規定により契約を解除したときは、甲は受領した契約保証金を返還するものとす

る。ただし、乙が本契約に支出したその他の必要費用は、返還しないものとする。 

（損害賠償） 

第１６条 甲又は乙は、相手方がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が
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不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その

債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして相手方の責め

に帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲又は乙は、次に掲

げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。 

(1) 債務の履行が不能であるとき。 

(2) 相手方がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 債務が契約によって生じたものである場合において、本契約が解除され、又は債務の不

履行による契約の解除権が発生したとき。 

３ 第９条による追完請求及び代金減額請求は、債務不履行による損害賠償請求の行使を妨げ

ない。 

（返還金の相殺） 

第１７条 甲は、第１３条の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第１１条に定

める違約金又は第１４条第２項若しくは前条に定める損害賠償金を甲に支払う義務があると

きは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。 

（契約の費用） 

第１８条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（債権譲渡の禁止） 

第１９条 乙は、本契約により生じる甲に対する債権を第三者に譲渡してはならない。 

（土地区画整理事業に係る特約） 

第２０条 売買物件について、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）の規定により事

業施行中の土地区画整理事業施行者その他の者から同法第１０２条第１項に規定する仮清算

金、同法第１１０条第１項に規定する清算金、同法第１１０条第１項に規定する清算金の額

と仮清算金との差額、その他土地区画整理事業に係る金員の請求又は交付を受けることとな

った場合に、これらに係る一切の権利義務は、乙に帰属するものとする。 

２ 乙は、前項に係る金員の請求により生じた一切の損害について、甲に請求しないものとす

る。 

３ 売買契約締結後、仮換地数量に変動が生じても、甲及び乙は地積の変動に関し、売買代金

の清算を行わないものとする。 

４ 乙は本売買物件を第三者に譲渡する場合に、本特約事項の内容を当該第三者に承継する義

務を負うものとする。 

（疑義の決定） 

第２１条 本契約の各条項又は本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、法令及

び甲の条例、規則等の定めるところに従うほか、甲乙協議のうえ決定するものとする。 

（裁判管轄） 

第２２条 本契約に関する訴えは、鹿児島地方裁判所を専属的合意裁判管轄とする。 

 

上記の契約締結を証するため、本契約書２通を作成し、両者記名押印のうえ各自その１通を

保有する。 
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令和  年  月  日 

 

売払人（甲）   鹿児島市山下町１１番１号 

鹿児島市 代表者 鹿児島市長  下 鶴 隆 央 

 

買受人（乙）    


